
 

 

■対象品目（例示） 

・タオルケット、毛布、布団等の寝具 

・洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツ等の下着 

・タオル、靴下、靴、サンダル、傘等の身の回り品 

・石鹸、歯磨用品、ティッシュ、トイレットペーパー等 

の日用品 

・炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等の調理道具 

・茶碗、皿、箸等の食器 

 

※詳細は避難先の市町の窓口(裏面)へお問い合わせください 

（市町によって対象品目が異なる場合があります。） 
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県内市町の担当窓口（生活必需品の給与） 

市町名 担当課 電話番号 

金沢市 生活支援課 076-220-2292

七尾市 防災交通課 0767-53-6880 

小松市 長寿介護課 0761-24-8149 

輪島市 防災対策課 0768-23-1157 

珠洲市 危機管理室 0768-82-7725 

加賀市 福祉政策課 0761-72-7854 

羽咋市 商工観光課 0767-22-1118 

かほく市 防災環境対策課 076-283-7124

白山市 危機管理課 076-274-9536

能美市 危機管理課 0761-58-2401 

野々市市 総務課 076-227-6151

川北町 福祉課 076-277-8388

津幡町 生活環境課 076-288-6701

内灘町 総務課危機管理室 076-286-6720

志賀町 企画財政課 0767-32-9331 

宝達志水町 健康福祉課 0767-28-5506 

中能登町 長寿福祉課 0767-72-3133 

穴水町 総務課復旧復興対策室 0768-52-3600 

能登町 総務課危機管理室 0768-62-8533 


